
質問 回答

1

入札説明書の 8.その他(3)に「調査基準価格を設定しており」と記
載がありますが、調査基準価格の算定式をご教示ください。ま
た、調査基準価格を下回った際に、事情聴取前に「辞退」すること
は可能でしょうか。
事情聴取に関する基準や書類などご教示ください。

調査基準価格の算定式および基準につきましては、国土交通省の規
定に準拠して算出しております。
なお、算定の詳細につきましては、当校の内部規定に基づくものであ
り、一般には公開しておりません。
また、調査基準価格を下回った場合であっても、事情聴取（低入札価
格調査）に入る前に辞退することは可能です。
ただし、当校の「指名停止措置要領」に基づき、辞退された場合は指
名停止の対象となりますので、ご留意ください。
低入札価格調査におきましては、貴社の経営状況、手持ち業務の状
況、当該入札価格を設定された理由等について確認を行います。
調査内容の詳細につきましても、当校内の内部規定に基づくもので
あり、一般には公開しておりません。

2

特記仕様書４(3)事業の経済性等の実施について、VFM を試算す
る事業方式の選定も同項目の中で 実施するとの認識でよろしい
でしょうか。また、VFM 試算対象とする事業方式は何パターン程
度を
想定していますでしょうか。

ご認識のとおりです。また、事業方式のパターン数につきましては、
受注後に協議させていただきます。
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